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括
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収

２
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収

（
本
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が
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付
）

３

※
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員
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希
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み
に
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る

普
通
徴
収
へ
の
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替
は
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ん
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8.
そ
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他
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へ
記
入

徴
収
予
定
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ウ
）と
同
額
）を

右
欄
に
記
入

※
新
し
い
勤
務
先
が
法
人
の
場
合
は
、ご
確
認
の
上
記
入
し
て
くだ
さ
い
。
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規
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合
の
み
記
載
）

４
年
度

５
年
度

を
月

を
月
分

（
翌
月
10
日
納
期
限
）か
ら
徴
収
し
、納
入
す
る
よ
う
連
絡
済
み
で
す
。

※
新
し
い
勤
務
先
へ
月
割
額
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

月
分（
翌
月
10
日
納
期
限
）で
納
入
し
ま
す
。

必
要

１
不
要

２

フ
リ
ガ
ナ

1 本 書 は 、 特 別 徴 収 の （ 個 人 の 市 町 村 民 税 ・ 道 府 県 民 税 （ 住 民 税 ） を 給 与 差 引 し て い る 又 は 特 別 徴 収 の 給 与 支 払 報 告 書 を 提 出 し た ） 従 業 員 等 が 、 異 動 （ 退 職 ・ 転 勤 等 ）

し た 場 合 に ご 提 出 い た だ く 用 紙 で す 。 提 出 期 限 は 、 該 当 の 従 業 員 等 の 異 動 が あ っ た 月 の 翌 月し た 場 合 に ご 提 出 い た だ く 用 紙 で す 。 提 出 期 限 は 、 該 当 の 従 業 員 等 の 異 動 が あ っ た 月 の 翌 月し た 場 合 に ご 提 出 い た だ く 用 紙 で す 。 提 出 期 限 は 、 該 当 の 従 業 員 等 の 異 動 が あ っ た 月 の 翌 月し た 場 合 に ご 提 出 い た だ く 用 紙 で す 。 提 出 期 限 は 、 該 当 の 従 業 員 等 の 異 動 が あ っ た 月 の 翌 月し た 場 合 に ご 提 出 い た だ く 用 紙 で す 。 提 出 期 限 は 、 該 当 の 従 業 員 等 の 異 動 が あ っ た 月 の 翌 月し た 場 合 に ご 提 出 い た だ く 用 紙 で す 。 提 出 期 限 は 、 該 当 の 従 業 員 等 の 異 動 が あ っ た 月 の 翌 月し た 場 合 に ご 提 出 い た だ く 用 紙 で す 。 提 出 期 限 は 、 該 当 の 従 業 員 等 の 異 動 が あ っ た 月 の 翌 月し た 場 合 に ご 提 出 い た だ く 用 紙 で す 。 提 出 期 限 は 、 該 当 の 従 業 員 等 の 異 動 が あ っ た 月 の 翌 月 11 00 日 ま で で す日 ま で で す日 ま で で す日 ま で で す日 ま で で す 。 従 業 員 等 の 住 所 変 更 の み の 場 合 は 、 提 出 不 要 で す 。

2 機 械 読 み 取 り を 行 う 場 合 が あ り ま す の で 、 太 枠 内 へ 記 入 し て く だ さ い 。機 械 読 み 取 り を 行 う 場 合 が あ り ま す の で 、 太 枠 内 へ 記 入 し て く だ さ い 。機 械 読 み 取 り を 行 う 場 合 が あ り ま す の で 、 太 枠 内 へ 記 入 し て く だ さ い 。機 械 読 み 取 り を 行 う 場 合 が あ り ま す の で 、 太 枠 内 へ 記 入 し て く だ さ い 。機 械 読 み 取 り を 行 う 場 合 が あ り ま す の で 、 太 枠 内 へ 記 入 し て く だ さ い 。機 械 読 み 取 り を 行 う 場 合 が あ り ま す の で 、 太 枠 内 へ 記 入 し て く だ さ い 。機 械 読 み 取 り を 行 う 場 合 が あ り ま す の で 、 太 枠 内 へ 記 入 し て く だ さ い 。機 械 読 み 取 り を 行 う 場 合 が あ り ま す の で 、 太 枠 内 へ 記 入 し て く だ さ い 。機 械 読 み 取 り を 行 う 場 合 が あ り ま す の で 、 太 枠 内 へ 記 入 し て く だ さ い 。機 械 読 み 取 り を 行 う 場 合 が あ り ま す の で 、 太 枠 内 へ 記 入 し て く だ さ い 。 訂 正 す る 場 合 は 二 重 線 で 抹 消 し て く だ さ い 。

3 給 与 所 得 者 本 人 が 国 外 に 出 国 さ れ る な ど の 場 合 は 、 納 税 管 理 人 の 届 出 が 必 要 と な り ま す 。 詳 し く は 、 市 町 村 へ お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。
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